
令和２年４月10 日　金曜日

令
和
二
年
四
月
十
日

第

九

十

三

号

増

刊

①

第 93 号1

　
　
　
　
訓
　
　
　
令
（
第
九
号
）
　
　
　
　
　
　
　

○
福
岡
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
総
務
事
務
厚
生
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
企
　
業
　
局

○
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
等
の
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
企
業
局
管
理
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部

　
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
再
掲
）
　
防
災
企
画
課
）
…
…
…
…
…
三

　
福
岡
県
訓
令
第
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
　
　
庁   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
先
機
関
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
労
働
委
員
会
事
務
局   

　
福
岡
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
二
年
四
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋    

　
　
　
福
岡
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
福
岡
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
元
年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
第
十
二
条
第
一
項
の
表
中

保
健
環
境
研
究
所
、工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
（
支

所
を
除
く
。 

）、
農
林
業
総
合
試
験
場
（
資

源
活
用
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
分
場
を
除
く
。 

）
及
び
水
産
海
洋
技
術
セ
ン
タ
ー
（ 

支
所
を

除
く
。）

管
理
部
長
又
は
企
画
管
理
部
長

　
を

保
健
環
境
研
究
所
、工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
（
支

所
を
除
く
。 

）及
び
農
林
業
総
合
試
験
場（
資

源
活
用
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
分
場
を
除
く
。 

）

管
理
部
長
又
は
企
画
管
理
部
長

　
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
等
の
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
企
業
管
理
者
　
　
家
　
守
　
良
　
明
　
　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

　
　
　
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
等
の
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
等
の
旅
費
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規

程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
中
「
企
業
職
員
」
の
下
に
「
（
地
方
自
治
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

目

次
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公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
（
昭
和
五
十
三
年
一
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
二
年
四
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
藤
　
井
　
克
　
已  

　
指
定
し
た
施
設
の
表
久
留
米
市
の
項
中

宮
ノ
陣
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃
　
　
宮
ノ
陣
町
大
杜
四
三
四

−

二

　
を

宮
ノ
陣
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃
　
　
宮
ノ
陣
町
大
杜
四
七
五

−

一

　
に
、

　
同
表
八
女
市
の
項
中

八
女
市
大
淵
体
験
交
流
施
設
体
育
館

〃
　
　
〃
　
　
大
淵
三
九
九
八
番
地

　
を

八
女
市
大
淵
体
験
交
流
施
設

〃
　
　
〃
　
　
大
淵
三
九
九
八
番
地

　
に
、

　
同
表
宗
像
市
の
項
中

宗
像
自
治
会
館

宗
像
市
東
郷
五
丁
目
五

−

三

　
を

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
日
の
里
会

館

〃
　
　
日
の
里
一
丁
目
一
六

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
日
の
里
会

館

〃
　
　
日
の
里
一
丁
目
一
六

　
に
、

　
同
表
朝
倉
市
の
項
中

朝
倉
市
高
木
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃
　
　
黒
川
三
九
六
八
番
地
二

　
を

朝
倉
市
高
木
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃
　
　
黒
川
三
九
七
二
番
地
一

　
に
、

　
同
表
久
山
町
の
項
中

久
山
町
公
民
館
中
久
原
分
館

久
山
町
大
字
久
原
二
四
一
八
番
地
の
二

　
を

久
山
町
公
民
館
下
久
原
分
館

〃
　
　
大
字
久
原
三
三
七
〇
番
地
の
二

久
山
町
公
民
館
東
久
原
分
館

〃
　
　
大
字
久
原
一
八
四
三
番
地
の
七
一

久
山
町
公
民
館
草
場
分
館

〃
　
　
大
字
山
田
三
九
三
番
地
の
一
五
六

久
山
町
久
原
中
央
公
民
館

〃
　
　
大
字
久
原
二
六
〇
六
番
地 

久
山
町
立
新
建
会
館

久
山
町
大
字
久
原
二
四
一
八
番
地
二

　
に
、

久
山
町
立
下
久
原
公
民
館

〃
　
　
大
字
久
原
三
三
七
〇
番
地
二

久
山
町
立
東
久
原
集
会
所

〃
　
　
大
字
久
原
一
八
四
三
番
地
七
一

久
山
町
立
草
場
集
会
所

〃
　
　
大
字
山
田
三
九
三
番
地
一
五
六

久
山
町
立
上
久
原
集
会
所

〃
　
　
大
字
久
原
八
八
七
番
地

　
を

久
山
町
立
上
久
原
集
会
所

〃
　
　
大
字
久
原
八
八
七
番
地
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久
山
町
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

〃
　
　
大
字
久
原
二
六
〇
三
番
地
一

　
に
、

　
同
表
筑
前
町
の
項
中

筑
前
町
コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ
ふ
れ
あ
い

ホ
ー
ル

〃
　
　
篠
隈
三
七
三
番
地

　
を

筑
前
町
コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ
ふ
れ
あ
い

ホ
ー
ル

〃
　
　
篠
隈
三
七
三
番
地

　
に
改
め
る
。

筑
前
町
コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ
会
議
室
一

〃
　
　
〃

筑
前
町
コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ
会
議
室
二

〃
　
　
〃

筑
前
町
コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ
会
議
室
三

〃
　
　
〃

　
福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋

　
　
　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
（
平
成
四
年
十
月
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
一
中

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
長

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
次
長

私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
長

　
を

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
長

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
次
長

私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
長

ス
ポ
ー
ツ
局
長

　
に
改
め
る
。

　
別
表
第
二
中

人
づ
く
り
・
県
民

生
活
部

社
会
活
動
推
進
班

社
会
活
動
推
進
課
長

　
を

文
化
振
興
班

文
化
振
興
課
長

ス
ポ
ー
ツ
振
興
班

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

男
女
共
同
参
画
推
進
班

男
女
共
同
参
画
推
進
課
長

生
活
安
全
班

生
活
安
全
課
長

私
学
振
興
・
青
少

年
育
成
局

政
策
班

政
策
課
長

私
学
振
興
班

私
学
振
興
課
長

青
少
年
育
成
班

青
少
年
育
成
課
長

人
づ
く
り
・
県
民

生
活
部

社
会
活
動
推
進
班

社
会
活
動
推
進
課
長

　
に
改
め
る
。

文
化
振
興
班

文
化
振
興
課
長

男
女
共
同
参
画
推
進
班

男
女
共
同
参
画
推
進
課
長

生
活
安
全
班

生
活
安
全
課
長

私
学
振
興
・
青

少
年
育
成
局

政
策
班

政
策
課
長

私
学
振
興
班

私
学
振
興
課
長

青
少
年
育
成
班

青
少
年
育
成
課
長

ス
ポ
ー
ツ
局

ス
ポ
ー
ツ
企
画
班

ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
長

ス
ポ
ー
ツ
振
興
班

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

　
別
表
第
三
中

企
画
・
地
域
振
興
部

交
通
政
策
班

一
　
災
害
時
に
お
け
る
交
通
機
関
の
調
整
に
関
す

　
る
こ
と
。

二
　
災
害
時
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
の
運
行
状

　
況
の
把
握
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　
を
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企
画
・
地
域
振
興
部

交
通
政
策
班

一
　
災
害
時
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
の
調
整
に

　
関
す
る
こ
と
。

二
　
災
害
時
に
お
け
る
公
共
交
通
機
関
の
運
行
状
　
　

　
況
の
把
握
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　
に
、

人
づ
く
り
・
県
民
生
活

部

社
会
活
動
推

進
班

一
　
部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
を

文
化
振
興
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
　 　

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

ス
ポ
ー
ツ
振

興
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
　
　

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

男
女
共
同
参

画
推
進
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
　
　

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

生
活
安
全
班

一
　
生
活
必
需
物
資
の
需
要
動
向
調
査
及
び
価
格

　
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

私学振興・　　　　　　　　　
青少年育成局

政
策

班

一
　
公
立
大
学
法
人
の
災
害
対
策
指
導
及
び
災
害

　
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

私
学

振
興

班

一
　
私
立
学
校
の
災
害
対
策
指
導
及
び
災
害
復
旧

　
に
関
す
る
こ
と
。

青
少

年
育

成
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

人
づ
く
り
・
県
民
生
活

部

社
会
活
動
推

進
班

一
　
部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
振
興
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

男
女
共
同
参

画
推
進
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
　

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

生
活
安
全
班

一
　
生
活
必
需
物
資
の
需
要
動
向
調
査
及
び
価
格

　
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
に
改
め
る
。

私学振興・　　　　　　　　　　　　　　　　　
青少年育成局

政
策

班

一
　
公
立
大
学
法
人
の
災
害
対
策
指
導
及
び
災
害

　
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

私
学

振
興

班

一
　
私
立
学
校
の
災
害
対
策
指
導
及
び
災
害
復
旧

　
に
関
す
る
こ
と
。

青
少

年
育

成
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

スポ
ー

ツ
局

スポ
ー

ツ
企

画
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

スポ
ー

ツ
振

興
班

一
　
本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る

　
こ
と
。

二
　
部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
別
表
第
五
中

人
づ
く
り
・
県
民
生
活

部

社
会
活
動
推
進
班

一

一

一

全
員

文
化
振
興
班

全
員

ス
ポ
ー
ツ
振
興
班

全
員

男
女
共
同
参
画
推
進
班

全
員

生
活
安
全
班

一

全
員

私
学
振
興
・

青
少
年
育
成

局

政
策
班

一

全
員

私
学
振
興
班

一

全
員
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青
少
年
育
成

班

一

全
員

　
を

小
計

一

一

五

人
づ
く
り
・
県
民
生
活

部

社
会
活
動
推
進
班

一

一

一

全
員

　
に
改
め
る
。

文
化
振
興
班

全
員

男
女
共
同
参
画
推
進
班

全
員

生
活
安
全
班

一

全
員

私
学
振
興
・

青
少
年
育
成

局

政
策
班

一

全
員

私
学
振
興
班

一

全
員

青
少
年
育
成

班

一

全
員

ス
ポ
ー
ツ
局

ス
ポ
ー
ツ
企

画
班

全
員

ス
ポ
ー
ツ
振

興
班

全
員

小
計

一

一

五

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


